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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第18期

会計期間
　　自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日

　自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日

売上高                            （千円） 661,193 3,431,475

経常損失（△）                    （千円） △135,904 △713,309

四半期（当期）純損失（△）        （千円） △1,337,918 △706,716

純資産額                          （千円） △1,190,885 147,448

総資産額                          （千円） 3,881,067 5,708,228

１株当たり純資産額                  （円） △15,131.59 1,867.56

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）　　

　　　　  

（円）

△16,999.15 △8,979.30

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額            （円）
－ －

自己資本比率                        （％） △30.7 2.6

営業活動によるキャッシュ・フロー  （千円） 321,482 △2,518,164

投資活動によるキャッシュ・フロー  （千円） 27,223 34,981

財務活動によるキャッシュ・フロー  （千円） △510,085 1,247,433

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（千円）
84,488 245,867

従業員数                            （人） 114 148

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、か

つ、潜在株式がないため記載しておりません。

　　３　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 114(36)

　（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記

載しております。

 ２　従業員数は、前連結会計年度末に比べ34名減少いたしました。これは、主に福岡支店及び広島営業所並びに東

京支店における企画・不動産販売代理事業の撤退によるものであります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 104(33)

　（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ております。

２　従業員数は、前事業年度末に比べ33名減少いたしました。これは、主に福岡支店及び広島営業所並びに東京支

店における企画・不動産販売代理事業の撤退によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 仕入高（千円）

不動産流動化事業 13,142

企画不動産販売事業　 13,026

合計 26,169

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、仕入価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　企画・販売代理事業及び人材派遣事業並びにその他事業については、仕入実績がないため該当事項はありま　

せん。

(2）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高（千円）

企画・販売代理事業 195,295

不動産流動化事業 57,287

企画不動産販売事業 382,275

人材派遣事業 24,053

その他事業 2,280

合計 661,193

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

 ３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

（1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱や、原油等を始めとした資源の高騰により、景気の不透明感が顕在化してまいりました。

　当社グループを取り巻く不動産業界におきましては、世界的な金融信用収縮に伴う国内不動産取引の停滞、また、

建材コストの高騰に伴う建築費の上昇によりマンション販売価格の上昇が継続する中、物件に対する顧客の選別

志向は強まり、物件力による優劣の差が顕著になっております。また、景気の不透明感がエンドユーザーにまで拡

大しており、個人の消費マインドに影響を及ぼす要因が起因し、住宅購入意欲は低水準のまま推移しました。この

ような状況を踏まえ、当社グループは前期より継続して実施しておりますＳＣリバイバルプランの進行を図り、大

阪本社への経営資源の集中を図ると共に、当社の有するノウハウの最大化を図るべく取り組んでまいりました。

  当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高661,193千円、営業損失97,725千円、経常損失135,904千円、四半期純損

失は1,337,918千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。
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　（企画・販売代理事業）

　当第１四半期連結会計期間の企画・販売代理事業におきましては、取得時における高額な土地価額及び継続する

建築コストの高騰により、マンション価格は高止まりを続ける一方、エンドユーザーにおきましては景気の不透明

感からくる購買力の低下が見られ、マンションの需要と供給のバランスは著しく悪化しており、乖離した価格の調

整には今しばらくの期間を要すると思われます。

　このような市場環境下、エンドユーザーの物件選別志向は高まり、供給地域によっては販売計画が長期化する等

をしておりますが、販売開始から早期で完売する物件も見られる等、マンション購入意欲は潜在的に高まってきて

いるものと思われます。また、予定しておりました引渡業務につきましても堅調には推移いたしましたが、建築基

準法の改正等に伴ったマンション供給遅延等もあり、営業成績は低調なまま推移いたしました。しかしながら、前

期より実施しておりますＳＣリバイバルプランの進行による販売管理費の圧縮効果により、単独事業における黒

字化を達成しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高195,295千円、営業利益2,733千円となりました。

　（不動産流動化事業）

　当第１四半期連結会計期間の不動産流動化事業におきましては、継続して販売用不動産の売却を進めておりまし

たが、前述の金融信用収縮に伴う不動産取引の停滞により物件の売却には至りませんでした。

　以上の結果、売上高は57,287千円、営業損失は15,654千円となりました。

　（企画不動産販売事業）

　当第１四半期連結会計期間の企画不動産販売事業におきましては、現在の不動産市況を鑑みて販売価格の減額等

が発生いたしましたが、概ね計画通りの販売を継続しており、当第１四半期連結会計期間の売上高は382,275千円、

営業利益は66,127千円となりました。

　（人材派遣事業）

　当第１四半期連結会計期間の人材派遣事業におきましては、当初の計画を上回る受注を獲得し、１社あたりにお

ける派遣者数が増加する等、好調に推移した結果売上高は24,053千円となったものの、販売費及び一般管理費を吸

収するには至らず営業損失は1,897千円となりました。

　（その他事業）

　当第１四半期連結会計期間のその他事業におきましては、不動産検索サイトにおける契約数の増加を計画してお

りましたが、昨今の不動産不況から低調なまま推移いたしました。

　以上の結果、売上高は2,280千円、営業損失12,561千円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ161,379千円減少し84,488千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、321,482千円となりました。これは主に企画

不動産販売事業における販売用不動産の売却に係るたな卸資産の減少額303,985千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、27,223千円となりました。これは主に定期預

金の払戻による収入20,200千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、510,085千円となりました。これは主に短期

借入金の返済による支出516,000千円等によるものであります。

　

（3） 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、たな卸資産に関する会計方針の変更を行った影響により、1,337,918千円の四

半期純損失を計上しております。それに伴い、当社グループは債務超過状態となっております。また、前連結会計年

度末において生じた継続企業の前提に重要な疑義について、解消には至っておりません。

　これらの状況解消における事業上及び財務上の対処すべき課題については、「継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況」に記載のとおりであります。
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（4） 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループを取り巻く事業環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場における信用収縮が

継続傾向にあり、今後も厳しい経営環境が継続するものと考えられます。不動産の流動性におきましては、投資家

及び事業会社等購入サイドによる取得意欲は、慎重ではあるものの一定水準以上の需要は継続しております。しか

しながら、これらの取引に係る金融機関による融資姿勢が依然として厳格なものであり、不動産の流動性に対して

は大きな弊害となっております。当社におきましては、現在保有する販売用不動産は中規模程度の収益物件を中心

としており、投資家及び事業会社等の想定売却先においても、自己の資産による取得が適う物件であり、物件の売

却計画に関しましては概ね当初の計画通り進行するものと考えております。

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、主幹事業であります企画・販売代理事業におきまし

ては、マンション需要は潜在的には拡大傾向にあると判断しております。しかしながら、マンションの需給価格に

あるギャップ調整に関しましては、現在適正化に向けて各デベロッパーによる値引き等が行われ始めてはいるも

のの、その調整には今しばらく時間を要するものと思われます。当社におきましては、早期に実施した販売管理費

の圧縮に伴い、利益項目における目標の達成は成されるものと判断しております。また、今後の販売価格の適正化

に伴いエンドユーザーの購買意欲は向上するものと思われますので、随時調整されるマンション販売価格に対応

して、当社の有するマンション販売ノウハウ等を活用し、機動的な施策をもって着実に収益を積み上げてまいる所

存であります。

　

（5） 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、現状の事業環境及び入手可能な情報に基づきまして最善の経営方針を立案するよう努

めておりますが、当社を取り巻く経営環境は、不動産市場動向、投資家動向、人口動向等国内の諸経済環境により影

響をうけるものになっております。このため、市場に関する情報を幅広く入手し、市場動向に迅速に対応しており

ますが、業績と事業計画に大きな乖離が生じる可能性がある場合は事業計画を抜本的に見直し、環境変化への対応

を適切に行う所存であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、当社の本社及び東京支店並びに関係会社である株式会社サプリメントサー

ビスの本社の事務所が移転したことにより、主要な設備の新設がありました。その設備の新設の状況は次のとおり

です。

　

①  提出会社

事業所名

（所在地）

事業の種類別セグメント

の名称
設備の内容

　帳簿価額（千円）
従業員数

（人）建物
工具器具

及び備品
合計

 本社

（大阪市中央区）

企画・販売代理事業

不動産流動化事業

企画不動産販売事業

会社統括業務　

事務所　 4,417 4,769 9,186 101　

　東京支店

（東京都渋谷区）　
不動産流動化事業　　 事務所　 － 341 341 ３ 　

　

②　国内子会社

会社名
事業所名

（所在地）

事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容

　帳簿価額（千円）
従業員数

（人）建物
工具器具

及び備品　
合計

株式会社サプリ

メントサービス

　本社

（大阪市中央区）

人材派遣事業

その他事業

会社統括業務

事務所　 806 1,058 1,864 10　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等及び除却等のうち

完了したものは次のとおりであります。

①　重要な設備の新設等

　前連結会計年度末に計画しておりました、本社の事務所移転に伴う建物附属設備5,000千円の新設については

平成20年６月に4,479千円で完了いたしました。なお、前連結会計年度末において計画していた、東京支店の事務

所移転に伴う建物附属設備2,000千円の新設については、当第１四半期連結会計期間において中止いたしまし

た。

　

②　重要な設備の除却等

　前連結会計年度末において、計画していた本社及び東京支店の事務所移転並びに福岡支店及び広島営業所の

事務所閉鎖に伴う、建物附属設備の除却については計画通り除却いたしました。なお、当該建物附属設備につい

ては、前連結会計年度において減損処理を行ったため、帳簿価額はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 318,660

計 318,660

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 79,665 79,665 ジャスダック証券取引所 －

計 79,665 79,665 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 79,665 － 399,160 － 112,840

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませ

んので、直前の基準日である平成20年３月31日現在の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等）　 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式）　
（自己保有株式）

－ －
普通株式 960

完全議決権株式（その他） 普通株式 78,705 78,705 －

単元未満株式　 　 － － －

発行済株式総数　 　 79,665 － －

総株主の議決権　 　 － 78,705 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数（株）」欄には、証券保管振替機構名義の失念株式722株が含まれてお

ります。また、「議決権の数（個）」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が722個含まれており

ます。

　

②【自己株式等】

　平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

(自己保有株式)

株式会社セイクレスト　

大阪市淀川区宮原三丁

目４番30号 960 － 960 1.21

計　 － 960 － 960 1.21

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 14,300 9,850 7,300

最低（円） 4,980 7,100 4,350

　（注）　最高・最低株価については、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、明誠監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第18期連結会計年度　　　　　　　あずさ監査法人

第19期第１四半期連結累計期間　　明誠監査法人
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 84,488 266,068

受取手形及び売掛金 118,116 210,491

たな卸資産 ※1．2
 3,319,073

※1．2
 4,836,218

前払費用 5,780 23,144

その他 88,420 104,154

貸倒引当金 △50,141 △50,648

流動資産合計 3,565,738 5,389,429

固定資産

有形固定資産

建物 75,657 88,207

減価償却累計額 △5,829 △23,250

建物（純額） ※1
 69,828 64,957

工具、器具及び備品 15,219 23,028

減価償却累計額 △5,928 △13,162

工具、器具及び備品（純額） 9,290 9,865

土地 ※1
 17,607 17,607

有形固定資産合計 96,727 92,429

無形固定資産

その他 15,244 16,163

無形固定資産合計 15,244 16,163

投資その他の資産

投資有価証券 40,323 40,323

差入保証金 135,853 142,801

保険積立金 3,418 3,936

破産更生債権等 2,749 2,749

その他 21,413 20,200

貸倒引当金 △7,031 △7,031

投資その他の資産 196,726 202,981

固定資産合計 308,698 311,575

繰延資産

社債発行費 6,631 7,223

繰延資産合計 6,631 7,223

資産合計 3,881,067 5,708,228
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1
 486,000

※1
 902,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 1,978,238

※1
 2,001,701

1年内償還予定の社債 90,000 110,000

未払法人税等 835 102

未払金 164,319 128,565

預り金 34,162 41,329

賞与引当金 17,329 30,647

1年内返還予定の預り保証金 133,380 136,362

その他 46,568 44,912

流動負債合計 2,950,834 3,395,620

固定負債

社債 330,000 340,000

長期借入金 ※1
 1,721,476

※1
 1,762,041

退職給付引当金 67,854 61,012

負ののれん 1,638 1,755

その他 150 350

固定負債合計 2,121,119 2,165,158

負債合計 5,071,953 5,560,779

純資産の部

株主資本

資本金 399,160 399,160

資本剰余金 112,840 112,840

利益剰余金 △1,666,945 △329,027

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 △1,190,931 146,986

少数株主持分 46 462

純資産合計 △1,190,885 147,448

負債純資産合計 3,881,067 5,708,228
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 661,193

売上原価 368,216

売上総利益 292,976

販売費及び一般管理費 ※
 390,702

営業損失（△） △97,725

営業外収益

受取利息 53

負ののれん償却額 117

雑収入 474

営業外収益合計 644

営業外費用

支払利息 37,393

社債発行費償却 592

雑損失 837

営業外費用合計 38,823

経常損失（△） △135,904

特別利益

貸倒引当金戻入額 506

賞与引当金戻入額 22,156

特別利益合計 22,663

特別損失

たな卸資産評価損 1,206,000

有形固定資産除却損 6,452

退職特別加算金 1,497

事務所移転費用 7,135

その他 3,934

特別損失合計 1,225,019

税金等調整前四半期純損失（△） △1,338,261

法人税、住民税及び事業税 72

法人税等合計 72

少数株主損失（△） △415

四半期純損失（△） △1,337,918
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成２０年４月１日
　至　平成２０年６月３０日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,338,261

減価償却費 1,772

移転費用 7,135

負ののれん償却額 △117

その他の償却額 3,767

たな卸資産評価損 1,209,392

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △506

固定資産除却損 6,452

社債発行費償却 592

受取利息及び受取配当金 △53

支払利息 37,393

売上債権の増減額（△は増加） 92,375

仕入債務の増減額（△は減少） 10,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 303,985

預り金の増減額（△は減少） △7,166

預り保証金の増減額（△は減少） △3,182

その他 39,189

小計 356,688

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △35,189

法人税等の支払額 △123

営業活動によるキャッシュ・フロー 321,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 20,200

有形固定資産の取得による支出 △444

その他 7,467

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △516,000

長期借入金の返済による支出 △64,028

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △510,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,379

現金及び現金同等物の期首残高 245,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 84,488
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年６月30日）

　当社グループは、当第１四半期連結累計期間における経営成績につきましては、当初より損失の計上を予定してお
りましたが、不動産流動化事業における物件売却の遅延を主因として売上高が計画に比して減少いたしました。基幹
事業であります企画・販売代理事業につきましても、営業成績は計画に比して低調な推移となり、売上高において計
画を達成するに至りませんでしたが、販売管理費の圧縮効果により利益段階においては計画比微減となり、単独事業
において黒字化を達成しております。また、当社連結子会社サプリメントサービスにつきましては、当初から損失計
上を予定しておりましたので、計画の達成に係らず当第１四半期連結会計期間においては損失計上の要因となり、こ
れらの状況から営業損失97,725千円を計上いたしました。また、当社が販売を目的として保有するたな卸資産の評価
について、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７
月５日）が適用されたことに伴って、たな卸資産評価損1,209,392千円を計上し、これにより当第１四半期連結会計期
間においては多額の損失が発生し、四半期純損失1,337,918千円を計上いたしました。
このような状況から、第１四半期連結財務諸表における純資産額は1,190,885千円の債務超過状態へと陥っておりま
す。
　資金計画におきましては、短期的な資金繰りにおいて平成20年６月末日を支払期日とする役員報酬を含めた一部経
費66,500千円及び金融機関からの借入金10,000千円について支払の一時遅延を引き起こす等いたしました。当該遅延
した一部経費及び借入金（計76,500千円）につきましては、平成20年７月末日に売却いたしました不動産流動化事
業における物件１棟の売却資金により、平成20年７月中に返済し延滞状況を解消しており、加えて、当該物件の売却
が成されたことにより、当社の進行する「ＳＣリバイバルプラン」（詳細下記）の実現性に対して一定の理解を得
られ、資金調達においても間接金融手法による融資の交渉を得るまでに至っております。しかしながら、平成20年８
月14日時点においては融資の実行は成されておらず、短期的な資金繰りにおける企業の継続不安の解消には至って
おりません。
　また、「ＳＣリバイバルプラン」の進捗として、大阪本社への事業の集中と選択における販売管理費の圧縮に向け
た施策を実行し、その他財務面における施策等につきましても、一定の進捗による効果が得られたため、当第１四半
期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は321,482千円となり、順調に回復へと向かっております。し
かしながら、平成20年９月末日を期限とする物件担保による一年内返済予定長期借入金1,812,778千円の返済原資の
確保又は借換についての見通しが立つには至っておらず、加えて、前述の特別損失の計上により、当社の財務状況は
債務超過状態に陥っており、当社の継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。
　当社といたしましては、継続した「ＳＣリバイバルプラン」の進行により、一年内返済予定長期借入金の返済にお
ける原資の確保又は借換に加えて、債務超過状態の解消に向け、増資等を含め最良と思われる施策を適宜検討し進行
を図り、早期での財務状況の不安を解消することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判
断しております。
　
(ＳＣリバイバルプランの概要)
　
　当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消すべく立案いたしました施策を、本
「ＳＣリバイバルプラン」として計画化いたしました。当該プランの骨子として４つの施策を進行することにより、
早期での財務体質の健全化及び収益性の安定に加え、労働生産性向上に向けた施策の進行による資産回転率の最適
化を図り、収益の最大化を目指す施策でございます。
　具体的には①事業の選択と集中による収益構造の改善、②不動産流動化事業の資金化における借入金の返済による
財務体質の改善、③販売用不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化による財務体質の改善及び④財務戦
略による資金調達であります。これらを遅延なく進行することにより、当社の現状における企業存続における危機的
状況を打開し、今後の継続した成長と安定収益構造を構築してまいる所存であります。
① 事業の選択と集中
　主力事業である企画・販売代理事業における早期の収益構造改善を目指し、大阪本社への資本及び人材の集中、事
業規模及び戦略に見合った組織・給与・人員体制への移行によるコスト管理の強化と固定経費及び販売管理費の圧
縮を図ってまいります。また、昨今の不動産不況の中で、デベロッパー各社は販売用マンション在庫の増加と、その早
期処理が課題となっており、当社の人員をより有効活用して企画・販売代理事業の効率性の向上と人件費における
収益率の改善を図ってまいります。加えて、少額投資による回転率の高い事業である住宅流通事業における戸建分譲
事業の積極展開は、当社の現状の資金繰りにおいて短期で投資と回収を図ることができ、マンション販売代理事業と
の補完性を追及し、収益の改善を図ってまいります。
②不動産流動化事業の資金化
　当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による収益の安定化と借入金返済による財務体質の改善、特に、当
社の大型開発プロジェクトを今期中に売却もしくは不動産市況に応じた金融機関との協調による保有継続、又はア
ライアンスの強化を通じた共同開発等により、更なる価値の向上を図ってまいります。
③販売用不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化
　保有している販売用不動産の売却等による保有資産のオフバランス化とその資金化による収益の安定化と借入金
返済による財務体質の改善を図ってまいります。
④財務戦略による資金調達
　短期的及び中長期的両側面からの増資等も視野に入れた財務戦略を講じ、早期での財務状況の健全化を図ってまい
ります。
　これらの施策を遅延無く進行することにより、安定した収益体制の確立を図り、財務体質におきましても早期に健
全化を図ってまいります。

　なお、当第１四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を当第１
四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主

として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたこ

とに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。

　これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ3,392千円増加

し、税金等調整前四半期純損失は1,209,392千円増加しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。

　 （リース取引に関する会計基準の適用）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る

四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。ま

た、平成20年３月31日までに取引が開始している所有権移転

外ファイナンス・リース取引に関しては、従来通り賃貸借処

理によっております。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、新たな所有権移

転外ファイナンス・リース取引は行っておりませんので、営

業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失には影響あ

りません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　固定資産の定率法による減価償却費については、当第１四

半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債

務の総額は以下のとおりであります。

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債

務は以下のとおりであります。

①　担保として抵当に供している資産

たな卸資産 3,319,013千円

有形固定資産 82,013千円　

合計 3,401,027千円

　

 ①　担保として抵当に供している資産

たな卸資産 4,787,969千円

　

②　対応する債務 ②　対応する債務

短期借入金 486,000千円

一年内返済予定の長期借入金 1,963,234千円

長期借入金 1,694,910千円

合計 4,144,144千円

短期借入金 702,000千円

一年内返済予定の長期借入金 1,961,497千円

長期借入金 1,733,624千円

合計 4,397,121千円

　※２　たな卸資産

　販売用不動産 　3,319,013千円

　貯蔵品 60千円

合計 3,319,073千円

　

　※２　たな卸資産

　販売用不動産 　4,835,363千円

　貯蔵品 854千円

合計 4,836,218千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　　給与手当　　　　　　　　　129,832千円
　　賞与引当金繰入額　　　　　　8,838千円
　　退職給付費用　　　　　　　　2,154千円　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
（千円）　

現金及び預金勘定 84,488
預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 84,488
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

　普通株式（株） 79,665

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

　普通株式（株） 960

　

　　　　３. 新株予約権等に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　４. 配当に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　５. 株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　　　当第１四半期連結会計期間において、たな卸資産の会計方針を変更したことに伴い、前連結会計年度末から継続的

に保有しているたな卸資産について1,209,392千円のたな卸資産評価損を計上いたしました。これにより、当第

１四半期連結会計期間末における利益剰余金が前連結会計年度末から1,337,918千円減少し、その結果、当第１

四半期連結会計期間末における純資産額が1,190,885千円の債務超過となっております。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

 企画不動産
販売事業
（千円） 

人材派遣
事業
（千円）

その他
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
195,295 57,287 382,275 24,053 2,280 661,193 － 661,193

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － 18,572 156 18,729 (18,729) －

計 195,295 57,287 382,275 42,626 2,437 679,922 (18,729) 661,193

営業利益又は営業損失

（△）
2,733 △15,654 66,127 △1,897 △12,561 38,746 (136,472)　 △97,725

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等

（3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）その他事業…主にインターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事業等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、136,472千円であり、その主なものは親会社

の管理部門に係る費用であります。

４　会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用して

おります。当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産流動化事業における営業損失が3,392千

円増加しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

海外売上高がないため、該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 △15,131.59 円 １株当たり純資産額 1,867.56 円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △16,999.15 円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、かつ、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（△）　　　　　　　　　　　　（千円） △1,337,918

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（△）　　　　　（千円） △1,337,918

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　　（株） 78,705
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　平成20年７月14日開催の取締役会において、第１回株式会社セイクレスト新株予約権及び第１回株式会社セイクレス

ト転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しておりますが、平成20年７月30日開催の取締役会において、当該発行を

中止する決議をしております。

　当該発行は、手許流動性資金の減少により短期的な資金繰りの悪化が見込まれ、金融機関からの資金調達も困難で

あったために決議されたものでありますが、当第１四半期連結会計期間末から当四半期報告書の提出日までに、当社保

有の不動産流動化事業に係る物件の売却が行われたことによる手許流動性資金の不安解消に加え、現在の不動産市況

において当該売却が行えたことに対する一定の理解が得られたことに伴い、これまで交渉を継続してきた間接金融に

よる資金調達にも目処が立ったことにより、株主利益の側面から当該発行を中止したものであります。

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

株式会社セイクレスト

取締役会　御中

明誠監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　嘉伸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中澤　研二　　印

　　　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セイ
クレストの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４
月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セイクレスト及び連結子会社の平成20年６月30日
現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当第１四半期連結累計期間において四半期純損失

1,337,918千円を計上したことにより、1,190,885千円の債務超過となった。また、平成20年６月末日を支払期日と
する役員報酬を含めた一部経費66,500千円の支払及び借入金10,000千円の返済につき平成20年７月末日には解
消したものの一時遅延する状況にあった。さらに、一年内返済予定借入金1,812,778千円の返済が平成20年９月
末日に予定されているが、保有物件の売却による返済原資の確保又は借換等の見通しを立てるには至っていな

い。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注

記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の

影響を四半期連結財務諸表には反映していない。 

２．　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は通常の販売目的で

保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに
伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

により算定している。

３. 　重要な後発事象に記載のとおり、以下の事項が存在する。
会社は平成20年７月14日開催の取締役会において、第１回株式会社セイクレスト新株予約権及び第１回株式会
社セイクレスト転換社債型新株予約権付社債の発行を決議したが、平成20年７月30日開催の取締役会において
当該発行を中止する決議を行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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